
令和元年９月２６日 

会員各位 

北海道行政書士会 

封印管理委員会委員長 土井 伸 

 

軽二輪（排気量126cc以上250ccまでの二輪の軽自動車） 

に関する届出手続業務資料（参考）の配布について 

 

 令和元年７月１日より軽二輪（排気量126cc以上250ccまでの二輪の軽自動車）に

関する届出手続きが管轄運輸支局での取り扱いとなったことを受けての「自動車登

録業務等実施要領の制定について」の一部改正に関し、業務の参考資料を配布いた

します。 

同時に大量申請者におかれましては、登録自動車と軽二輪については分離して申請

していただきたい旨要請されております。 

各運輸支局において細かな対応の違いや、今後も取り扱いにつき変更が出ることも

ございますのでご注意ください。 
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

新規届出（新車新規）に必要な書類

１. 自動車損害賠償責任保険（共済）証明書

２．新規届出書（軽二輪1号様式）（２番窓口にあります）

３. 記入申請書（軽二輪2号様式）（２番窓口にあります）

４．自動車重量税納付書（案内窓口で重量税印紙を購入し、貼付。自家用は4900円）

５．手数料納付書（パンフレット台にあります）

６．自動車通関証明書（輸入車の場合）

７. 譲渡証明書（製造者・輸入者等から譲渡された場合）

８．所有者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

９．使用証明書（印鑑証明書・住民票・商業登記簿謄本等。なお、発行後３ヶ月以内のもの。コ

ピー可）

10. 使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

11. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

12．ナンバープレート代 650円 （自家用車の場合は自家用協会にて支払い、交付）

上記については、一般的な申請のものであり、側車付、事業用車、レンタカー、その他特
別なものの場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認願
います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ
さい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

新規届出（中古新規）に必要な書類

１. 自動車損害賠償責任保険（共済）証明書

２．新規届出書（軽二輪1号様式）（２番窓口にあります）

３. 記入申請書（軽二輪2号様式）（２番窓口にあります）

４．自動車重量税納付書（案内窓口で、必要な場合※１、重量税印紙を購入し、貼付。

自家用は4900円）

※１ 軽自動車届出証返納証明書を紛失した場合

５．手数料納付書（パンフレット台にあります）

６.令和１年７月１日以降に返納した車両の場合

(1)軽自動車届出済証返納証明書（Ａ４ 青色の用紙）

(2)譲渡証明書（所有者の変更がある場合）

６.令和１年７月１日より前に返納した車両の場合

(1)返納証明書（Ａ５ 白色の用紙）

(2)軽自動車届出済証返納証明書※２（Ａ５ オレンジ色の用紙）

※２ シールプレスされたもの。されていない場合は窓口へお問い合わせ下さい。

(3)軽自動車届出済証返納済確認書（所有者の変更がある場合。代わりに譲渡証明書でも可）

７．新所有者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

８．使用証明書（印鑑証明書・住民票・商業登記簿謄本等。なお、発行後３ヶ月以内のもの。コ

ピー可）

９. 新使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

10. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

11．ナンバープレート代 650円 （自家用車の場合は自家用協会にて支払い、交付）

上記については、一般的な申請のものであり、諸元変更あり、事業用車、レンタカー、そ
の他特別なものの場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご
確認願います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用く
ださい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

車を売ったり買ったりしたとき、車のローンが終わったときは・・・

所有者変更（名義変更）に必要な書類

届出済証に所有者欄が無く、備考欄に所有者情報が記載されている場合、所有者の住所・氏名（名

称）が変更になっていたり、名義が変更になっていることがあります。詳しくは届出済証に記載さ

れている所有者にお尋ね下さい。（特に大手クレジット会社やローン会社の場合は注意が必要で

す。）

１．旧所有者（車検証の所有者欄又は備考欄に記載されている所有者）が用意するもの

(1) 譲渡証明書（所定の用紙に実印を押したもの）

(2) 住民票等（住所等の変更がある場合※。コピー可）

※ 届出済証に記載されている所有者の氏名・住所と譲渡証明書の氏名・住所が一致しな

い場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。

なお、旧所有者が届出済証の備考欄に記載されている場合は、一致しなくても手続き

できる場合があります。

・氏名－戸籍謄(抄)本 〔法人の場合は登記事項証明書〕

・住所－住民票（除票）または戸籍の附票〔法人の場合は登記事項証明書〕

２．新所有者が用意するもの（新所有者と使用者が同一の場合）

(1) 使用者証明書（コピー可）

（個人）発行から３ヶ月以内の住民票または印鑑証明書

（法人）発行から３ヶ月以内の商業登記簿謄本または

登記事項証明書もしくは印鑑証明書

(2) 委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

３．軽自動車届出済証

４．記入申請書（軽二輪1号様式）（２番窓口にあります）

５．手数料納付書（パンフレット台にあります）

６. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

７．札幌以外のナンバーの場合は、札幌ナンバーに変わりますので、その車でお越しく

ださい。ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具

もご持参下さい。 プレート代 650円

８．自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 ※ナンバー変更の場合のみ

上記については、一般的な申請のものであり、諸元の変更あり、事業用車、レンタカー、
その他特別なものの場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前に
ご確認願います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ
さい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）
お引っ越しで住所が変わったときは・・・

住 所 変 更 に 必 要 な 書 類

届出済証に記載された所有者と使用者が同一の場合 （使用者欄『＊＊＊』と表示）
１．委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）
２．住所を証する書面（発行日から３ヶ月以内のもの。コピー可）

個人－住民票 法人－登記事項証明書
※ なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は住
民票の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人－住民票（除票）または戸籍の附票 法人－登記事項証明書

３．軽自動車届出済証
４．記入申請書（軽二輪1号様式）（２番窓口にあります）
５．手数料納付書（パンフレット台にあります）
６. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）
７．札幌以外のナンバーの場合は、札幌ナンバーに変わりますので、その車でお越しく

ださい。ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具
もご持参下さい。 プレート代 650円

８．自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 ※ナンバー変更の場合のみ

届出済証に記載された所有者と使用者が別人で、使用者の住所のみを変更する場合
※届出済証の備考欄に所有者情報が記載されている場合、所有者の住所・氏名（名称）が変更にな

っていたり、名義が変更になっていることがあります。詳しくは届出済証に記載されている所有者に
お尋ね下さい。（特に大手クレジット会社やローン会社の場合は注意が必要です。

１．使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）
２．使用者の住所を証する書面（発行日から３ヶ月以内のもの。コピー可）

個人－住民票 法人－登記事項証明書
※ なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は住
民票の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人－住民票（除票）または戸籍の附票 法人－登記事項証明書

３．軽自動車届出済証
４．記入申請書（軽二輪1号様式）（２番窓口にあります）
５．手数料納付書（パンフレット台にあります）
６. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）
７．札幌以外のナンバーの場合は、札幌ナンバーに変わりますので、その車でお越しく
ださい。ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具
もご持参下さい。 プレート代 650円
８．自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 ※ナンバー変更の場合のみ

上記については、一般的な申請のものであり、諸元変更あり、事業用車、レンタカー、
その他特別なものの場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前
にご確認願います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用く
ださい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

車 両 番 号 変 更 に 必 要 な 書 類

１．使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

２．軽自動車届出済証

３．記入申請書（軽二輪4号様式）（２番窓口にあります）

４．手数料納付書（パンフレット台にあります）

５. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

６．ナンバープレート（紛失等で返納不可の場合は理由書※警察への届出が必要です）

ナンバーが変わりますので、その車でお越しください。ナンバープレートはお客様

に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参下さい。

プレート代 650円

７．自動車損害賠償責任保険（共済）証明書

上記については、一般的な申請のものであり、諸元変更あり、事業用車、レンタカー、そ

の他特別なものの場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご
確認願います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ
さい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

届 出 済 証 再 交 付 に 必 要 な 書 類

１．使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

２．軽自動車届出済証（毀損で返納可能な場合）

３．再交付申請書（軽二輪4号様式）（２番窓口にあります）

４．手数料納付書（パンフレット台にあります）

５．理由書

６．本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）

上記については、一般的な申請のものであり、事業用車、レンタカー、その他特別なもの

の場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認願います。
なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ

さい。
受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

届出済証返納（一時使用中止）に必要な書類

１．使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

２．軽自動車届出済証

３．返納申請書（軽二輪5号様式）（２番窓口にあります）

４．手数料納付書（パンフレット台にあります）

５. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

６．ナンバープレート（紛失等で返納不可の場合は理由書※警察への届出が必要です）

上記については、一般的な申請のものであり、事業用車、レンタカー、その他特別なもの

の場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認願います。
なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ

さい。
受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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<軽 二 輪 用>
（１２６～２５０ｃｃ）

届出済証返納（滅失・解体）に必要な書類

１．使用者の委任状（本人来局の場合は申請書に認印を押印）

２. 滅失または解体の事実を証する書面

３．軽自動車届出済証

４．返納申請書（軽二輪5号様式）（２番窓口にあります）

５．手数料納付書（パンフレット台にあります）

６. 軽自動車税申告書（パンフレット台または案内窓口にあります）

７．ナンバープレート（紛失等で返納不可の場合は理由書※警察への届出が必要です）

上記については、一般的な申請のものであり、事業用車、レンタカー、その他特別なもの
の場合には、この他に添付書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認願います。

なお、各種申請手続きについては、ヘルプデスクでもご案内しておりますのでご利用くだ
さい。

受付時間 平日 8:45～11:45 13:00～16:00 電話 ０５０－５５４０－２００１
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